
学生相談員派遣の取組について

不登校により家族以外の人との交流が少ない市内小中学校に在籍する児童生徒に対し、学生相談員を「さ

わやかフレンド」として家庭に派遣しています。「さわやかフレンド」は、教育相談の一環として、「よき先輩」

「よき兄や姉」として、相談相手となり、人と関わることのよさを感じることができるようにするとともに、自立へ

向けた支援、登校状況の改善を行っています。

○ 学生相談員派遣とは何ですか？

○どんなことをするんですか？

さわやかフレンドが家庭訪問をおこない、

話し相手、遊び相手、学習支援等をおこないます。

また、外出が可能になれば保護者の方の

了解を得たうえで活動場所を拡大することもあります。

例）さわやかフレンドとともに放課後登校し、学習する等

○活動時間について

曜日、時間については保護者と相談のうえで決定します。

＜ 訪問日 ＞祝日を除く月～金曜日

＜訪問時間＞原則10:00～16:00のうちの約２時間


